
≪ 重要なお知らせ ≫ 
 

トマト・ファームバンキングサービスで総合振込をご利用のお客さまへ 
（消費税率引上げ対応） 

 
 ２０１９年１０月１日より消費税および地方消費税の税率が８％から１０％に引

き上げられることにともない、トマト・ファームバンキングサービスで総合振込をご

利用のお客さまは、振込手数料の変更登録を行う必要があります。 
お手数をお掛けしますが、ご利用中のファームバンキングソフトの手順に従って振

込手数料の変更登録を行っていただきますようお願いいたします。 
 

※ ファームバンキングソフト 
 ▽ ＯＦＦＩＣＥ ＢＡＮＫ２１（ＯＢＣ製） 
▽ ＦＢ－Ｗｉｎ(パナソニック社製) 

 
 

『 作業にあたっての注意事項 』 
１．｢振込指定日が９月末までの振込データ｣の作成をすべて済ませたのち、振込手

数料の変更登録を行ってください。 
２．｢振込指定日が１０月以降の振込データ｣の作成は、振込手数料の変更登録を済

ませたのち、作成を開始してください。 
 
 

『 振込手数料の適用基準 』                       （税込） 

 
当社宛 他行宛 

改定前 改定後 改定前 改定後 

3万円未満 無料 無料 432 円 440 円 

3 万円以上 無料 無料 648 円 660 円 

（注）振込指定日基準で振込手数料を適用します。 

したがって、２０１９年９月３０日までにご予約いただいた、２０１９年 

１０月１日以降を振込指定日とする振込は、改定後の振込手数料となります。 
  ※ 上記外の金額（振込手数料）を登録されている場合は、引き上げ後の消費税 

率で算出下さい。  
   
 
 
 
 
 
 

２０１９年９月 
トマト銀行 



 
 
 
１．メインメニューから『総合振込』をクリックして下さい。 

 
 
 
 
２．総合振込メニューから『マスタ登録』をクリックして下さい。 

 
 
 

ＯＦＦＩＣＥ ＢＡＮＫ２１（ＯＢＣ製）をご利用のお客さま



 
３．マスター登録メニューの『振込手数料登録』をクリックして下さい。 

 
 
 
 
※ 以下の手順により｢当方負担｣と｢先方負担｣いづれも変更登録を行って下さい。 
     
４．振込手数料登録画面の『修正』をクリックして下さい。 

  
 
 



 
５．総合振込・手数料登録銀行選択画面から『０５６６ ﾄﾏﾄ トマト銀行』を選択し、『ＯＫ』を

クリックして下さい。 

 

 
 
６．『当方負担』をクリックして下さい。 

現在設定されている『トマト銀行 当方負担の振込手数料』が表示されます。（変更前） 

 
 



７．表示されている各振込手数料を変更し『登録』をクリックして下さい。（変更後） 

 
 
８．『先方負担』をクリックして下さい。 

現在設定されている『トマト銀行 先方負担の振込手数料』が表示されます。（変更前） 

 



９．表示されている各振込手数料を変更し『登録』をクリックして下さい。（変更後） 

 
 
１０.「登録します。よろしいですか？」と表示されますので『ＯＫ』をクリックして下さい。 

 

振込手数料の変更登録が終了しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１１．振込手数料登録画面の『閉じる』をクリックして下さい。 

 
 
以上で操作は終了となります。 

 
※ 正しく変更できていないときは、項番１．から再度処理をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
１．メインメニューから『為替手数料登録』をクリックして下さい。 

 
 
２．画面上の『銀行コード』が『０５６６』と表示されているタブの各振込手数料を変更し 

『入力終了』をクリックして下さい。 
（トマト銀行『０５６６』が表示されていないときは、次のタブをクリックし『０５６６』 
を表示して下さい。） 

 

ＦＢ－Ｗｉｎ(パナソニック社製)をご利用のお客さま

タブ



３．【プリントする】をクリックし、印刷した帳票により振込手数料が正しく変更されていること

をご確認下さい。 

 
 
以上で操作は終了となります。 

 
※ 正しく変更できていないときは、項番１．から再度処理をお願いします。 
 

 
 

＜ お問い合わせ先 ＞ 

トマト銀行 事務システム部 

（通話料有料）：０８６－８００－１２２０（平日 ９：００～１７：００） 


